
一般事業主行動計画(次世代法・女性活

躍推進法一体型)の公表について 

 
株式会社ヨンキュウでは、次世代育成支援対策推進法(以下、次世代法という。)お

よび女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下、女性活躍推進法とい

う。)に基づき、「一般事業主行動計画(次世代法・女性活躍推進法一体型)」を策定し

ましたので公表します。 

 

１．計画期間 

令和７年４月１日から令和９年３月３１日までの２年間 

 

２．内容 

  目標１     男性の育児休業等の取得率 50%以上とする。 

 

  目標２ 法定時間外労働の時間数を１ヶ月 30 時間以内とする。 

 

  目標３     採用した労働者に占める女性の割合を事務職 50%以上、 

現業職 20%以上とする。 

 

 

各目標における取組内容は、添付ファイルをご参照下さい。 



 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 50%  
 

 
 
 

 
 

 30  
 

 
 

 
 

 
 

 50% 20%  
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 


